
．黒坂，黒太郎（正文）

コカリナ　コンサート

風と森とコカリナの調べ
∴∴一∴∴∴∴∴ 

予　　　　　　　言子　　　　　　　で：、、　　　　　　イ▲ 

千・イ一　　　語　、，、て唾 の 

弓　　　　、、　　　　　．三一　　三…孝 

∴　－∴∴∴ 
【木のオカリナ）

《黒坂黒太郎（正文）氏プロフィール〉
1949年、長野県上田市に生まれる。黒坂正文の名でシン

ガーソングライターとして22年間にわたり一貫して環境や

平和をテーマにした歌を作り、各地で2，500回にのぼるコ
ンサートを行って来ている。

最近では日本でただひとりのコカリナ奏者として脚光を
あぴている。シンガーソングライター名、黒坂正文。コカ

リナ奏者名、黒坂黒太郎で活動中。

日　時　3月21日（士）午後7時開演
会場　遠賀コミュニティーセンター
チケット　1枚500円（4歳以上）

※当日、保育あります！（要予約）

（社会教育課・中央公民館・コミュニティーセンターで3月3日から
発売します　　　　　　　☆問い合わせ社会教育係℡（293）1234　内線357）



くらしの

固定資産税（4期）
国民健康保険税（8期）

3月2日まで

役場293－1234

遠賀町シルバー人材
センター会員募集中！
☆シルバー人材センターとは7

地域の臨時的・短期的な仕事を
高年齢者に提供することによ
り、高年齢者が長年つちかって

きた経験・技術を生かし、生き
がいの充実と社会参加を促すた
めの場です。

☆会員の要件は？
町内に居住している60歳以上

（原則として）の健康で働く恵

欲と体力を持たれている人

☆仕事としては7
センターが主に町内の家庭・革

業所および官公庁から発注を受
け、これらの仕事を会員の希望
に応じて提供し、従事するかど

うかは会員が決めます。多くの

人の入会をお待ちしています。
●問い合わせ「遠賀町ふれあいの

里センター」シルバー事務局
℡（293）0430

平成10年1月末日現在（）は前月比

鼻筋（＋7）

肋籾（＋8）

●男・・・9，398　●女…10．371

●転入・…・・70　●転出……56

●出生……　9　●死亡……15

ス
ポ
ー
ツ
指
導
者

話
演
会
を
開
催
し
ま
す

●
と
き
　
3
月
1
0
日
　
（
火
）
　
午
後
1
時

0
0
分
か
ら

●
と
こ
ろ
　
遠
賀
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
セ

ン
タ
ー
ホ
ー
ル

●
連
理
　
「
運
動
と
健
康
」

●
講
師
　
福
岡
教
育
大
学
教
授
　
医
学

博
士
　
懸
崖
博
行
氏

●
参
加
申
込
み
　
3
月
5
日
　
（
木
）
　
ま

で
に
教
育
委
員
会
体
育
振
興
係
へ
お

電
話
で
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

℡
（
2
9
3
）
1
2
3
4
内
線
3
5
8

※
ス
ポ
ー
ツ
を
通
し
、
健
康
づ
く
り
を

行
い
た
い
人
な
ど
お
気
軽
に
ご
参
加

く
だ
さ
い
。

固
定
資
産
課
税
台
帳

の
縦
覧
を
行
い
ま
す

（
税
務
課
固
定
資
産
税
係
）

地
方
税
法
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
1
0

年
度
固
定
資
産
課
税
台
帳
の
縦
覧
を
行

い
ま
す
。
自
分
の
土
地
や
家
屋
の
課
税

台
帳
を
確
か
め
ま
し
ょ
う
。
特
に
昨

年
、
家
の
新
築
・
増
築
、
土
地
の
売

買
な
ど
固
定
資
産
に
異
動
が
あ
っ
た
人

は
、
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。
所
有
者
以

外
の
人
が
縦
覧
す
る
場
合
は
、
委
任
状

が
必
要
で
す
。
電
話
に
よ
る
価
格
な
ど

の
問
い
合
わ
せ
は
で
き
ま
せ
ん
。

●
縦
覧
期
間
　
4
月
1
日
か
ら
2
0
日
ま

で
　
（
土
・
日
曜
日
を
除
く
）

●
縦
覧
時
間
　
午
前
8
時
0
0
分
か
ら
午

後
5
時
ま
で

●
縦
覧
場
所
　
役
場
税
務
課
固
定
資
産

税
係
窓
口

※
平
成
1
0
年
度
固
定
資
産
税
の
納
付
書

は
5
月
中
旬
に
発
送
し
、
第
一
期
の

納
期
限
は
5
月
3
1
日
で
す
。

妊
婦
相
談
があ

り
ま
す

●
と
き
　
3
月
2
日
　
（
月
）
　
午
後
1
時

3
0
分
－
3
時
0
0
分
（
受
付
＝
午
後
1

時
2
0
分
～
1
時
5
0
分
）

●
と
こ
ろ
　
遠
賀
町
役
場

●
内
容
　
母
子
健
康
手
帳
の
交
付
、
新

生
児
の
扱
い
方
、
も
く
浴
指
導
、
母

乳
に
つ
い
て

●
持
っ
て
く
る
も
の
　
印
鑑
　
（
当
日
母

子
健
康
手
帳
を
受
け
取
る
人
）

●
料
金
　
無
料

●
問
い
合
わ
せ
　
福
祉
課
保
健
衛
生
係

わ
ん
ぱ
く
教
室
が
あ
り
ま
す

－
終
了
式
－
（
テ
ー
マ
＝
み

ん
な
で
元
規
に
遊
ぼ
う
I
・
）

●
と
き
　
3
月
同
日
　
（
火
）
　
午
前
1
0
時

1
1
1
時
0
0
分
　
（
受
付
＝
午
前
9
時
0
0

分
～
1
0
時
）

●
対
象
　
生
後
4
か
月
児
～
就
学
前
の

乳
幼
児

●
と
こ
ろ
　
遠
賀
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
セ

ンんノー・

●
内
容
　
保
母
さ
ん
と
の
お
遊
び
、
育

児
交
流
、
消
防
士
に
よ
る
乳
幼
児
へ

の
救
急
手
当
、
予
約
制
で
の
言
語
訓

練
士
に
よ
る
言
葉
の
相
談

●
持
っ
て
く
る
も
の
　
水
筒
、
お
し
ぼ

り
、
新
聞
紙

●
料
金
　
無
料

●
そ
の
他
　
動
き
や
す
い
服
装
で
参
加

し
て
く
だ
さ
い

●
問
い
合
わ
せ
　
福
祉
課
保
健
衛
生
係

移
動
労
働
相
談
が

あ
り
ま
す

●
と
き
　
3
月
日
日
　
（
水
）
　
午
後
1
時

～

1

時

●
と
こ
ろ
　
福
岡
県
八
幡
総
合
庁
舎

一
階
　
大
会
議
室
　
（
北
九
州
市
八
幡

西
区
別
松
三
丁
目
七
－
一
）

●
対
象
者
　
働
く
す
べ
て
の
人
　
（
こ
れ

か
ら
働
く
人
を
含
む
）

●
問
い
合
わ
せ
　
福
岡
県
北
九
州
労
働

福
祉
事
務
所
八
幡
駐
在

℡
　
（
6
0
1
）
　
9
0
5
2

※
そ
の
他
　
予
約
不
要
、
無
料

9
か
月
児
健
康
珍
重

が
あ
り
ま
す

●
と
き
　
3
月
1
2
日
　
（
木
）
　
〔
受
付
〕

牛
後
1
時
1
0
分
－
1
時
4
0
分

●
と
こ
ろ
　
遼
賀
町
中
央
公
民
館

●
対
象
　
生
後
9
か
月
～
1
0
か
月
児

（
平
成
9
年
5
月
1
日
か
ら
6
月
0
0
日

ま
で
に
生
ま
れ
た
乳
児
）

●
内
容
　
医
師
に
よ
る
診
察
、
身
体
測

定
、
保
健
婦
・
栄
饗
士
に
よ
る
保
健

指
導

●
持
っ
て
く
る
も
の
　
母
子
健
康
手

帳
、
バ
ス
タ
オ
ル
、
健
康
診
杏
葉

●
料
金
　
無
料

※
そ
の
他
　
対
象
者
に
は
個
人
通
知
し

ま
す

●
問
い
合
わ
せ
　
福
祉
課
保
健
衛
生
係

文
化
協
会
舞
踊
の
部

発
表
会
が
あ
り
ま
す

●
と
き
　
3
月
1
5
日
　
（
日
）
　
午
後
1
時

～

4

時

●
と
こ
ろ
　
中
央
公
民
館
ホ
ー
ル

※
つ
た
な
い
舞
踊
で
す
が
捕
一
杯
締
り

ま
す
。
皆
様
お
そ
ろ
い
で
ご
来
場
く

だ
さ
い
。
な
お
、
お
楽
し
み
プ
レ
ゼ

ン
ト
の
品
々
を
多
数
用
意
し
て
い
ま

す。
●
問
い
合
わ
せ
　
中
央
公
民
館

℡
　
（
2
9
3
）
　
1
3
5
5



ご注意ください！
また、出没しています
痴漢が！

昨年の春先にも連続して発

生していました痴漢が、また

出没しています。いつ、どの

区域で出現するとも限りませ

んので、ご家庭では子どもの

安全指導について格段のご注

態をお願いいたします。ま

た、地域の皆さんも子どもた

ちの登下校時や遊戯中などに

は、目を配っていただき痴漢

事故防止にご協力をお願いい

たします。

遠賀町教育委只会

被害の報告

◆122　広膿∴詣聞狂（20

歳くらいの男、白い服、黒

のスボン、鐙い髪）

◆1　23　遠賀IiI　総出狂

（20歳くらいの男、葉っぱ

い服、ハックをもってい

た）

◆123　給食センター付近

露出狂（20歳くらいの男、

黒っほいズボン、傘をもっ

ていた）

◆126　線光苑　軽自動車

に乗った男。後ろから女性

に抱きつき、車に連れ込も

うとしだ。

広報おんがでは、4月10日号で

春のサークル会員募集記事の掲載

を予定しています。希望されるサ
ークルは、次の内容を用紙に記入

して3月20日（金）までに役場企

画調整係へ申し込みください。

○内　容S V
・サークルの名称

・紹介文（60字以内で）

・練習日と時間　　や

・練習場所

・対象者　　け

・費用（会費は年会費か月会費

か、入会金の要不要など）

申込先（住所、氏名、電話番号）

サークルのジャンルは問いません

が、営利を目的とする教室などの

掲載はお断りしますo　ヤ

看問い合わせ■

企画課企画調整係へ　¢

有害鳥獣駆除を

実施します

◇イノシシ
3月1日から

●地域　史生津・上別府・別府

（千代丸）・尾崎・鬼津地区内

鉄砲とワナで駆除します。

●実鰹者　遠賀町

●従事者（垂簾先）

遠賀郡猟友会

●駆除従事者の鰭別

駆除に従事する猟友会貝は「有

害鳥獣駆除貝」の腕章を付けて

います。

●問い合わせ

産業課　農政商工係

℡（293）1234

ーミ＼、＼

●
と
き
　
3
月
1
5
日
　
（
日
）
　
午
前
9
時

か
ら
1
0
時
3
0
分
ま
で

●
と
こ
ろ
　
各
小
学
校
グ
ラ
ウ
ン
ド

●
参
加
資
格
　
町
内
在
住
者
　
（
小
学
4

年
生
以
上
）
、
在
勤
者

●
申
込
み
　
事
前
の
申
込
み
は
必
要
あ

り
ま
せ
ん
の
で
、
住
所
地
の
会
場
に

直
接
お
集
ま
り
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ
　
教
育
委
員
会
体
育
振

興
係
　
℡
　
（
2
9
3
）
　
1
2
3
4
内

●
と
き
　
3
月
2
2
日
　
（
日
）
　
午
前
8
時

0
0
分
か
ら
　
（
雨
天
中
止
）

●
と
こ
ろ
　
遠
賀
総
合
運
動
公
園
グ
ラ

ウ
ン
ド

●
参
加
資
格
　
町
内
在
住
者
　
（
小
学
4

年
生
以
上
）
、
在
勤
者
。
個
人
で
も

グ
ル
ー
プ
で
も
参
加
で
き
ま
す
。

●
内
容
一
チ
ー
ム
六
人
　
（
チ
ー
ム
編

成
は
当
日
会
場
で
抽
選
を
行
い
ま

す
。
）
　
で
三
コ
ー
ス
　
（
一
コ
ー
ス
、

八
ホ
ー
ル
）
　
を
回
り
、
全
員
で
最
小

打
数
を
競
い
合
う
も
の
で
す
。

●
申
込
み
　
3
月
1
6
日
　
（
月
）
　
ま
で
に

教
育
委
員
会
体
育
振
興
係
へ
お
電
話

で
申
し
込
む
か
、
ま
た
は
グ
ラ
ウ
ン

ド
ゴ
ル
フ
教
室
の
時
に
各
会
場
で
申

し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

℡
（
2
9
3
）
1
2
3
4
内
線
3
5
8

●
採
用
予
定
人
員
　
謡
気
一
人

●
応
募
資
格
　
0
0
穀
以
下
　
（
平
成
1
0
年

6
月
1
日
現
在
）
　
の
男
性
で
、
工
業

高
校
電
気
科
を
卒
業
し
た
人
ま
た
は

電
気
工
事
士
の
資
格
保
有
者

●
採
用
予
定
日
　
6
月
1
日
以
降

●
勤
務
先
　
航
空
自
衛
隊
　
芦
屋
基
地

●
給
与
　
十
五
万
二
千
九
百
円
－
二
十

二
万
七
千
六
百
円
　
（
経
験
・
年
齢
に

よ
り
決
定
さ
れ
ま
す
）

●
試
験
日
　
3
月
1
3
H
　
（
金
）

●
試
験
科
目
　
教
嚢
　
（
筆
記
試
験
）
、

口
述
試
験
、
身
体
検
査

●
願
書
受
付
糊
問
　
3
月
1
0
日
ま
で

※
申
込
み
・
問
い
合
わ
せ
　
航
空
自
衛

隊
　
第
3
術
科
学
校
　
総
務
課
人
事

班
　
℡
　
（
2
2
3
）
　
0
9
8
1

九
電
ホ
ー
ム
サ
ー
ビ
ス

員
が
お
伺
い
し
ま
す

毎
日
の
生
活
に
欠
か
せ
な
い
語
気
の

話
　
（
電
気
講
座
）
　
と
趣
味
講
座
を
楽
し

み
ま
せ
ん
か
。
ご
自
宅
等
で
お
友
達
同

志
の
集
ま
り
な
ど
あ
り
ま
し
た
ら
そ
こ

へ
お
伺
い
い
た
し
ま
す
。

◇
内
容

●
電
気
講
座
　
（
五
回
コ
ー
ス
）

発
語
の
し
く
み
、
磁
気
料
金
の
計
算

方
法
、
照
明
に
つ
い
て
、
磁
気
器
具

の
上
手
な
使
い
方
、
コ
ー
ト
修
理

※
「
電
気
講
座
（
五
回
コ
ー
ス
）
終
了
の

人
で
希
望
さ
れ
る
人
は
、
発
電
所
見

学
会
（
日
帰
り
）
も
あ
り
ま
す
。
一
回

だ
け
の
講
座
（
単
発
）
で
も
承
り
ま
す
。

ご
応
募
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

●
申
込
み
・
問
い
合
わ
せ

九
州
程
力
㈱
折
尾
営
業
所

℡
　
（
6
9
1
）
　
3
8
3
1
　
サ
ー
ビ

ス
担
当
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1
0
年
分
所
得
税
等
の
特
別
減
税
の
実

施
に
関
連
し
、
老
鈴
福
祉
年
金
、
特
別

障
害
者
手
当
等
の
受
給
者
や
、
低
所
得

の
在
宅
ね
た
き
り
老
人
、
6
5
歳
以
上
の

低
所
得
者
の
皆
様
に
、
国
か
ら
臨
時
福

祉
特
別
給
付
金
が
支
給
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。

具
体
的
な
給
付
金
の
種
類
や
そ
の
対

象
者
、
お
よ
び
支
給
の
方
法
な
ど
は
次

の
と
お
り
で
す
が
、
支
給
を
受
け
よ
う

と
ぎ
れ
る
人
は
、
申
請
書
の
提
出
が
必

要
と
な
り
ま
す
の
で
、
役
場
福
祉
係
に

3
月
2
5
日
ま
で
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

臨
時
福
祉
給
付
金

（
福
祉
給
付
金
）

用
平
成
1
0
年
2
月
1
日
に
お
い
て
、
本

年
2
月
分
の
次
の
い
ず
れ
か
の
年
金

ま
た
は
手
当
を
受
給
で
き
る
人
が
対

象
と
な
り
ま
す
。

①
老
齢
福
祉
年
金

②
障
害
基
礎
年
金
の
う
ち
、
年
金
証
書

の
年
金
コ
ー
ド
の
先
頭
三
桁
が
「
縦
」

「
獅
」
「
弼
」
「
収
」
に
該
当
す
る
も
の

③
遺
族
基
礎
年
金
の
う
ち
、
年
金
証
書

の
年
金
コ
ー
ド
の
先
頭
三
桁
が
「
耽
」

「
郷
」
　
「
鵬
」
　
「
腕
」
　
「
峨
」
　
「
臓
」
　
に

該
当
す
る
も
の

④
児
童
扶
賽
手
当

⑤
特
別
児
童
扶
養
手
当

⑥
特
別
障
害
者
手
当

⑦
障
害
児
福
祉
手
当

⑧
福
祉
手
当
　
（
経
過
措
置
分
）

⑨
原
爆
被
爆
者
諸
手
当
　
（
医
療
特
別
手

当
、
特
別
手
当
、
健
康
管
理
手
当
、

保
健
手
当
）

（
注
）
⑤
の
特
別
児
童
扶
養
手
当
に
つ

い
て
は
、
手
当
の
制
度
上
の
受
給
者

は
親
ま
た
は
養
育
者
と
な
っ
て
い
ま

す
が
給
付
金
は
障
害
児
の
人
が
支
給

対
象
と
な
り
ま
す
。

㈲
支
給
額

支
給
対
象
者
一
人
に
つ
き
一
万
円

㈲
前
記
用
に
該
当
す
る
場
合
で
も
、
平

成
1
0
年
2
月
1
日
に
お
い
て
生
活
保

護
を
受
け
て
い
る
人
や
社
会
福
祉
施

設
に
入
所
さ
れ
て
い
る
人
な
ど
に

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
制
度
か
ら
別
途
同

様
の
措
置
が
と
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
里
親
に
委
託
さ

れ
て
い
る
人
お
よ
び
養
護
委
託
を
さ

れ
て
い
る
お
年
寄
り
の
人
は
、
福
祉

給
付
金
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

な
お
、
適
所
　
（
通
園
）
　
施
設
等
で
適

所
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
て
い
る
人
や
軽

費
老
人
ホ
ー
ム
等
の
契
約
型
の
施
設

を
利
用
さ
れ
て
い
る
人
で
前
記
用
に

該
当
す
る
場
合
は
、
福
祉
給
付
金
の

支
給
対
象
と
な
り
ま
す
。

臨
時
介
護
福
祉
金

（
介
護
福
祉
会
）

用
平
成
1
0
年
2
月
1
日
に
お
い
て
、
生

活
保
護
を
受
け
て
い
る
人
か
、
あ
る

い
は
平
成
9
年
度
分
の
市
町
村
民
税

所
得
割
が
非
課
税
の
人
　
（
本
人
が
他

の
人
の
平
成
9
年
度
分
の
市
町
村
民

税
額
の
確
定
に
際
し
、
控
除
対
象
配

偶
者
ま
た
は
扶
養
親
族
と
な
っ
て
い

る
場
合
は
、
そ
の
人
の
当
該
市
町
村

民
税
所
得
割
が
非
課
税
の
場
合
に
限

り
ま
す
。
）
　
で
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
人
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

①
基
準
日
に
お
い
て
6
か
月
以
上
　
（
平

成
9
年
8
月
1
日
以
前
か
ら
）
　
継
続

し
て
、
ね
た
き
り
ま
た
は
痴
呆
等
の

状
態
に
あ
る
た
め
、
常
時
の
介
護
を

必
要
と
し
て
い
る
6
5
歳
以
上
の
人

（
昭
和
8
年
2
月
1
日
以
前
に
生
ま

れ
た
人
）

②
本
年
2
月
分
の
特
別
障
害
者
手
当
、

障
害
児
福
祉
手
当
ま
た
は
福
祉
手
当

（
経
過
措
置
分
）
　
を
受
給
で
き
る
大

開
支
給
額

支
給
対
象
者
一
人
に
つ
き
三
万
円

㈲
た
だ
し
、
平
成
1
0
年
2
月
1
日
に
お

い
て
、
病
院
、
診
療
所
、
ま
た
は
老

人
保
健
施
設
に
継
続
し
て
3
か
月
を

超
え
て
入
院
ま
た
は
入
所
　
（
平
成
9

年
1
0
月
3
1
日
以
前
か
ら
の
入
院
ま
た

は
入
所
）
　
し
て
い
る
人
、
特
別
養
護

老
人
ホ
ー
ム
な
ど
の
社
会
福
祉
施
設

に
入
所
し
て
い
る
人
、
里
親
に
委
託

さ
れ
て
い
る
人
お
よ
び
養
護
委
託
を

さ
れ
て
い
る
お
年
寄
り
の
人
は
、
介

護
福
祉
会
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

㈲
介
護
福
祉
会
は
、
福
祉
給
付
金
や
特

別
給
付
金
と
異
な
っ
て
、
ね
た
き
り

の
お
年
寄
り
な
ど
に
対
す
る
在
宅
介

護
の
支
援
を
目
的
と
し
て
支
給
さ
れ

る
こ
と
か
ら
、
同
一
人
の
人
が
福
祉

給
付
金
や
特
別
給
付
金
の
支
給
要
件

に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
介
護
福
祉
会

に
加
え
て
支
給
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

臨
時
特
別
給
付
金

（
特
別
給
付
金
）

小
平
成
1
0
年
2
月
1
日
に
お
い
て
6
5
歳

以
上
の
人
　
（
昭
和
8
年
2
月
1
日
以

前
に
生
ま
れ
た
人
）
　
で
、
平
成
9
年

度
分
の
個
人
の
市
町
村
民
税
が
非
課

税
の
人
　
（
本
人
が
、
他
の
人
の
平
成

9
年
度
分
の
市
町
村
民
税
額
の
確
定

に
捺
し
、
控
除
対
象
配
偶
者
ま
た
は

扶
養
親
族
と
な
っ
て
い
る
場
合
は
、

そ
の
人
の
当
該
市
町
村
民
税
が
非
課

税
の
場
合
に
限
り
ま
す
。
）
　
が
対
象

と
な
り
ま
す
。

㈲
支
給
額

支
給
対
象
者
一
人
に
つ
き
一
万
円

㈲
前
記
の
用
に
該
当
す
る
場
合
で
も
、

福
祉
給
付
金
の
取
扱
い
と
同
様
に
生

活
保
護
を
受
け
て
い
る
人
な
ど
に
は

支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

㈲
ま
た
、
同
一
の
人
が
「
1
．
臨
時
福

祉
給
付
金
」
　
の
支
給
要
件
に
該
当
す

る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
重
複
し
て
給

付
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

支
給
を
受
け
る

た
め
の
手
続
き

小
臨
時
福
祉
特
別
給
付
金
の
支
給
を
受

け
よ
う
と
さ
れ
る
人
は
、
臨
時
福
祉

特
別
給
付
金
支
給
申
請
書
　
〔
昭
和
8

年
2
月
1
日
以
前
に
生
ま
れ
た
人
（
た

だ
し
、
養
護
老
人
ホ
ー
ム
・
特
別
養

護
老
人
ホ
ー
ム
等
入
所
者
は
除
く
。
）

お
よ
び
前
述
の
各
種
年
金
・
手
当
の

2
月
分
を
受
給
で
き
る
人
で
支
給
対

象
に
な
る
と
思
わ
れ
る
人
に
郵
送
し

ま
す
。
〕
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、

役
場
福
祉
係
に
平
成
1
0
年
3
月
2
5
日

ま
で
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

㈲
こ
の
申
請
書
は
一
枚
で
、
「
福
祉
給

付
金
」
「
介
護
福
祉
会
」
並
び
に
「
特

別
給
付
金
」
　
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る

場
合
で
も
申
請
書
は
一
枚
だ
け
提
出

し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

㈲
臨
時
福
祉
特
別
給
付
金
の
円
滑
な
支

給
事
務
手
続
き
を
進
め
る
た
め
、
申

請
書
を
提
出
す
る
際
に
、
臨
時
福
祉

特
別
給
付
金
の
請
求
と
受
領
を
町
長

に
委
任
し
て
い
た
だ
く
こ
と
と
し
て

い
ま
す
が
、
申
請
書
提
出
後
、
受
給

資
格
が
認
定
さ
れ
ま
す
と
役
場
か
ら

直
接
支
給
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
こ
の
受
給
資
格
の
認
定
の
際
に
、

市
町
村
民
税
の
課
税
状
況
を
確
認
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
の
で
、
申
請
さ

れ
る
人
は
、
税
務
関
係
当
局
へ
の
照

会
に
つ
い
て
の
同
意
書
の
記
入
、
も

し
く
は
課
税
証
明
書
の
添
付
を
お
願

い
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
の
で

ご
協
力
く
だ
さ
い
。

〔
問
い
合
わ
せ
〕

役
場
福
祉
係

℡
（
2
9
3
）
1
2
3
4


